
平成２５年１２月１０日 

お問い合わせ先 

国営みちのく杜の湖畔公園 みちのく公園管理センター  担当／内海・藤本・佐藤 
〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9 

TEL：0224-84-5991 FAX：0224-84-5992 

 みちのく公園では、今週末にふるさと村の古民家の煤払いを行います。 

 ふるさと村には、東北六県から移築された古民家が７棟あります。毎年、この時期に一年のうち

にたまった煤（すす）やほこりを払う清掃作業を行っており、公園に師走の風情を醸しています。 

 作業の期間は12月13日（金）から15日（日）までの３日間を予定しております。 

【作業日程と場所】 

 １日目 １２月１３日（金） 鳴瀬川河畔の家、南会津の家、長屋門 

 ２日目 １２月１４日（土） 遠野の家（曲り家）、津軽の家 

 ３日目 １２月１５日（日） 本荘由利の家、月山の家、釜房の家   
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年末のひと仕事、古民家の煤払いを行います 

～かつての暮らしの再現と体験～ 

ニュースリリース配信先：宮城県政記者クラブ・仙台市政記者クラブ・東北電力記者クラブ・仙南記者クラブ 
山形県政記者クラブ・山形市政記者クラブ・福島県政記者クラブ・福島市政記者クラブ 

ふるさと村  
鳴瀬川河畔の家 
園内の竹で作ったはたきやほうきを
使って作業します。 
※はたきを持って煤払いを体験いた 
 だけます。 
 
 



【ふるさと村 古民家の煤払い】 

 移築古民家７棟と長屋門など付属施設を３日間かけて清

掃します。 

 古民家はいずれも茅葺屋根の大きなつくりのため、天井

が高く座敷や木張りの床も多くあります。 

 ふるさと村では昔の暮らしの再現の一環として手作業に

よる「煤払い」を毎年行っています。 

 

作業内容 

 【屋内】 

  ・はたきやほうきを使い、天井や壁の煤やほこりを 

   払い ます。 

  ・床に落とした煤、ほこりを掃き出したり拭取ります。 

   ※木床は米ぬかを使って磨き上げます 

  ・古民家が天井が高いので脚立に上り 作業する場面  

   が多くなります。 

 【屋外】 

  ・はたきやほうきを使い、軒先や窓辺に付いたすすやほ   

   こりを払います。 
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